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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に半導体膜を形成し、
　前記半導体膜に対し、線状のレーザ光を前記レーザ光の短軸方向に相対的に走査させな
がら照射し、前記半導体膜を結晶化させる半導体装置の作製方法において、
　前記レーザ光は、光学素子により線状にされた後、前記レーザ光の長軸方向における端
部領域を遮光する手段を通過し、
　前記光学素子は、シリンドリカルレンズであり、
　前記レーザ光の長軸方向における端部領域を遮光する手段と前記半導体膜との距離をＬ
μｍ、前記レーザ光の波長をλμｍとしたとき、０．５＜Ｌλ＜１００を満たす位置に前
記レーザ光の長軸方向における端部領域を遮光する手段が配置され、
　前記レーザ光の長軸方向における端部領域を遮光する手段を通過することにより、前記
半導体膜における前記レーザ光のエネルギー強度分布は、前記レーザ光の長軸方向の端部
領域において急峻に高くなり、
　前記レーザ光の長軸方向における端部領域を遮光する手段を通過することにより、前記
半導体膜における前記レーザ光のエネルギー強度分布は、前記レーザ光の長軸方向の中央
部領域より前記レーザ光の長軸方向の端部領域の方が高くなることを特徴とする半導体装
置の作製方法。
【請求項２】
　基板上に半導体膜を形成し、
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　前記半導体膜に対し、線状のレーザ光を前記レーザ光の短軸方向に相対的に走査させな
がら照射し、前記半導体膜を結晶化させる半導体装置の作製方法において、
　前記レーザ光は、光学素子により線状にされた後、前記レーザ光の長軸方向における端
部領域を遮光する手段を通過し、
　前記光学素子は、シリンドリカルレンズであり、
　前記レーザ光の長軸方向における端部領域を遮光する手段と前記半導体膜との距離をＬ
μｍとしたとき、１＜Ｌ＜２００を満たす位置に前記レーザ光の長軸方向における端部領
域を遮光する手段が配置され、
　前記レーザ光の長軸方向における端部領域を遮光する手段を通過することにより、前記
半導体膜におけるエネルギー強度分布は、前記レーザ光の長軸方向の端部領域において急
峻に高くなり、
　前記レーザ光の長軸方向における端部領域を遮光する手段を通過することにより、前記
半導体膜におけるエネルギー強度分布は、前記レーザ光の長軸方向の中央部領域より前記
レーザ光の長軸方向の端部領域の方が高くなることを特徴とする半導体装置の作製方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、レーザ照射装置およびレーザ照射方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ガラス基板上に形成された半導体膜（例えば非晶質半導体膜）にレーザ光を照射
し、半導体膜を結晶化させるレーザ結晶化法が広く研究されている。
【０００３】
　半導体膜を結晶化させるのは、半導体膜を結晶化させることにより、キャリアの移動度
が高くなるためである。結晶化させた半導体膜は、例えば薄膜トランジスタ（以下、ＴＦ
Ｔと記す）に利用されている。ガラス基板上に形成した半導体膜を結晶化した場合、この
半導体膜を用いて画素用のＴＦＴおよび駆動回路用のＴＦＴを形成することにより、アク
ティブマトリクス型の表示装置（例えば液晶表示装置や有機ＥＬ表示装置）を作製するこ
とができる。
【０００４】
　半導体膜を結晶化させる方法には、レーザ結晶化法以外に、ファーネスアニール炉を用
いた熱アニール法や、瞬間熱アニール法（ＲＴＡ法）がある。しかし、これらの方法は６
００℃以上の高温処理が必要である。このため、基板として、高温処理に耐えることがで
きる石英基板を用いる必要があり、製造コストが上昇する。これに対し、レーザ結晶化法
は半導体膜にのみ熱を吸収させることができるため、基板の温度をそれほど上昇させずに
半導体膜を結晶化させることができる。このため、基板として、ガラスやプラスチックな
どの耐熱性が低い材料を使用することができる。これにより、安価で大面積に容易に加工
できるガラス基板を用いることができ、アクティブマトリクス型の表示装置の生産効率が
著しく向上する。
【０００５】
　レーザ結晶化法として、パルスレーザであるエキシマレーザを用いた方法が従来からあ
る。エキシマレーザは、波長が紫外域に属しているため、シリコンに効率よく吸収され、
シリコンに選択的に熱を与えることができる。エキシマレーザを用いる場合、例えばレー
ザ発振器から射出される矩形状のレーザ光（例えば１０ｍｍ×３０ｍｍ）を、光学系によ
って線状の断面（例えば数百μｍ×３００ｍｍ）を持つレーザ光に加工する。そして、線
状に加工されたレーザ光を、半導体膜に対して相対的に走査させながら照射することによ
り、半導体膜の全体を順次結晶化させる。レーザ光を走査する方向を、レーザ光に対して
垂直な方向にすることで、結晶化効率が高くなる。
【０００６】
　これに対し、最近は、ＣＷ（連続発振）レーザや、発振周波数（繰り返し周波数）が１
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０ＭＨｚ以上のパルスレーザを、線状のレーザ光に加工して、半導体膜に対して相対的に
走査させながら照射することにより、エキシマレーザを用いて結晶化された半導体膜と比
較して、結晶の粒径が非常に大きい領域（大粒径結晶領域ともいう）を有する半導体膜を
製造する技術が開発された。ＴＦＴを作製する際に、この大粒径結晶領域をＴＦＴのチャ
ネル領域に使用すると、チャネル方向には結晶粒界がほとんど存在しなくなるため、キャ
リア（電子または正孔）に対するエネルギー障壁が低くなる。この結果、移動度が数百ｃ
ｍ２／ＶｓのＴＦＴの作製が可能になる（例えば、特許文献１を参照）。
【特許文献１】特開２００５－１９１５４６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、一般に、半導体膜を結晶化する際に用いるＣＷ（連続発振）レーザや、
発振周波数（繰り返し周波数）が１０ＭＨｚ以上のパルスレーザの、長軸方向のエネルギ
ー強度分布はガウス分布型となり、均一なエネルギー強度分布を有していない。つまり、
レーザ光の長軸方向の両端部に、エネルギー強度分布の低い領域が形成されている。その
ため、該レーザ光を用いて半導体膜を結晶化した場合、大粒径結晶領域の形成と同時に、
レーザ光の長軸方向の端部領域におけるエネルギー強度分布の低い領域では、粒径の比較
的小さい結晶粒（以下、小粒径結晶と記す）のみが形成されることになる。
【０００８】
　ここで図１５に、レーザ光を用いて半導体膜を結晶化する際の、半導体膜表面の模式図
を示す。図１５（Ａ）は、レーザ照射に用いるレーザ光１５０１を、半導体膜に照射した
際の照射跡を示している。図１５（Ｂ）は、レーザ光１５０１の、断面Ａ―Ａ’における
エネルギー強度分布１５０２を示している。一般に、ＴＥＭ００モード（シングル横モー
ド）発振のレーザ発振器から射出されたレーザ光は、図１５（Ｂ）の１５０２で示すガウ
ス分布型のエネルギー強度分布を有しており、均一なエネルギー強度分布を有していない
。なお、図１５（Ｂ）は、縦軸にエネルギー強度を示し、強度（Ｙ）は照射した際に大粒
径結晶を得ることができるしきい値であり、強度（Ｘ）は結晶性領域が形成されるしきい
値である。
【０００９】
　図１５（Ａ）において、レーザ光１５０１の長軸方向における中央付近の領域１５０３
は、大粒径結晶を得ることができるしきい値（Ｙ）より高いエネルギー強度のレーザ光が
照射されて、大粒径結晶領域が形成される。このとき、レーザ光の長軸方向における端部
付近の領域１５０４に照射されるレーザ光は、結晶性領域が形成されるしきい値（Ｘ）よ
りはエネルギー強度が高く、しきい値（Ｙ）よりはエネルギー強度が低い。したがって、
レーザ光の長軸方向における端部付近の領域１５０４には、部分的に溶融しきれない領域
が残り、中央付近の領域に形成されるような大粒径結晶ではなく、小粒径結晶のみが形成
されることになる。
【００１０】
　このようにして形成された小粒径結晶領域、すなわちレーザ光の長軸方向における端部
付近の領域は、表面凹凸の激しい結晶粒の集まりになっているため、半導体素子を形成し
ても高い特性を得ることができない。また、これを避けるためには、大粒径結晶領域に半
導体素子を形成する必要があるため、レイアウト上の制約を受けることは明らかである。
したがって、レーザ光が照射された領域全体において、小粒径結晶領域が形成されないよ
うに制御することが求められる。
【００１１】
　そこで、本発明では上記の問題を鑑み、レーザ光の長軸方向の端部領域のエネルギー強
度分布を高くすることにより、レーザ光の長軸方向の端部領域においても、大粒径結晶領
域を形成することができるレーザ照射装置およびレーザ照射方法の提供を課題とする。
【００１２】
　なお本明細書においては、レーザ光を長く伸ばした方向を、レーザ光の長軸方向または
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長手方向と呼ぶことにし、短い方の軸の方向を、レーザ光の短軸方向または幅方向と呼ぶ
ことにする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明のレーザ照射装置に関する構成の１つは、レーザ光を発振するレーザ発振器と、
レーザ光を一方向に集光させる光学素子と、光学素子と照射面との間に配置された、レー
ザ光の長軸方向における端部領域を遮光する手段と、を有し、照射面におけるエネルギー
強度分布は、レーザ光の長軸方向の端部領域において急峻に高くなり、照射面におけるエ
ネルギー強度分布は、レーザ光の長軸方向の中央部領域よりレーザ光の長軸方向の端部領
域の方が高いことを特徴とする。
【００１４】
　本発明のレーザ照射装置に関する構成の１つは、レーザ光を発振するレーザ発振器と、
レーザ光を一方向に集光させる光学素子と、光学素子と照射面との間に配置された、レー
ザ光の長軸方向における端部領域を遮光する手段と、を有し、レーザ光の長軸方向におけ
る端部領域を遮光する手段と照射面との距離をＬμｍ、レーザ発振器から発振されるレー
ザ光の波長をλμｍとしたとき、０．５＜Ｌλ＜１００を満たす位置にレーザ光の長軸方
向における端部領域を遮光する手段が配置され、照射面におけるエネルギー強度分布は、
レーザ光の長軸方向の端部領域において急峻に高くなり、照射面におけるエネルギー強度
分布は、レーザ光の長軸方向の中央部領域よりレーザ光の長軸方向の端部領域の方が高い
ことを特徴とする。
【００１５】
　本発明のレーザ照射装置に関する構成の１つは、レーザ光を発振するレーザ発振器と、
レーザ光を一方向に集光させる光学素子と、光学素子と照射面との間に配置された、レー
ザ光の長軸方向における端部領域を遮光する手段と、を有し、レーザ光の長軸方向におけ
る端部領域を遮光する手段と前記照射面との距離をＬμｍとしたとき、１＜Ｌ＜２００を
満たす位置にレーザ光の長軸方向における端部領域を遮光する手段が配置され、照射面に
おけるエネルギー強度分布は、レーザ光の長軸方向の端部領域において急峻に高くなり、
照射面におけるエネルギー強度分布は、レーザ光の長軸方向の中央部領域よりレーザ光の
長軸方向の端部領域の方が高いことを特徴とする。
【００１６】
　本発明のレーザ照射方法に関する構成の１つは、レーザ発振器からレーザ光が発振され
、レーザ発振器から射出されたレーザ光は光学素子を通過し、光学素子を通過したレーザ
光は、レーザ光の長軸方向における端部領域を遮光する手段を通過し、レーザ光の長軸方
向における端部領域を遮光する手段を通過することによって、エネルギー強度分布はレー
ザ光の長軸方向の端部領域において急峻に高くなり、エネルギー強度分布はレーザ光の長
軸方向の中央部領域よりレーザ光の長軸方向の端部領域の方が高いレーザ光を照射面に照
射することを特徴とする。
【００１７】
　本発明のレーザ照射方法に関する構成の１つは、レーザ発振器からレーザ光が発振され
、レーザ発振器から射出されたレーザ光は光学素子を通過し、光学素子を通過したレーザ
光は、レーザ光の長軸方向における端部領域を遮光する手段を通過し、レーザ光の長軸方
向における端部領域を遮光する手段を通過することによって、エネルギー強度分布はレー
ザ光の長軸方向の端部領域において急峻に高くなり、エネルギー強度分布はレーザ光の長
軸方向の中央部領域よりレーザ光の長軸方向の端部領域の方が高いレーザ光を照射面に照
射し、レーザ光の長軸方向における端部領域を遮光する手段と照射面との距離をＬμｍ、
レーザ発振器から発振されるレーザ光の波長をλμｍとしたとき、０．５＜Ｌλ＜１００
を満たす位置にレーザ光の長軸方向における端部領域を遮光する手段を配置することを特
徴とする。
【００１８】
　本発明のレーザ照射方法に関する構成の１つは、レーザ発振器からレーザ光が発振され
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、レーザ発振器から射出されたレーザ光は光学素子を通過し、光学素子を通過したレーザ
光は、レーザ光の長軸方向における端部領域を遮光する手段を通過し、レーザ光の長軸方
向における端部領域を遮光する手段を通過することによって、エネルギー強度分布はレー
ザ光の長軸方向の端部領域において急峻に高くなり、エネルギー強度分布はレーザ光の長
軸方向の中央部領域よりレーザ光の長軸方向の端部領域の方が高いレーザ光を照射面に照
射し、レーザ光の長軸方向における端部領域を遮光する手段と照射面との距離をＬμｍと
したとき、１＜Ｌ＜２００を満たす位置にレーザ光の長軸方向における端部領域を遮光す
る手段を配置することを特徴とする。
【００１９】
　本発明において、レーザ発振器には、連続発振のレーザ発振器またはパルス発振のレー
ザ発振器いずれも用いることができ、Ａｒレーザ、Ｋｒレーザ、エキシマレーザなどの気
体レーザ、単結晶のＹＡＧ、ＹＶＯ４、フォルステライト（Ｍｇ２ＳｉＯ４）、ＹＡｌＯ

３、ＧｄＶＯ４、もしくは多結晶（セラミック）のＹＡＧ、Ｙ２Ｏ３、ＹＶＯ４、ＹＡｌ
Ｏ３、ＧｄＶＯ４に、ドーパントとしてＮｄ、Ｙｂ、Ｃｒ、Ｔｉ、Ｈｏ、Ｅｒ、Ｔｍ、Ｔ
ａのうち１種または複数種添加されているものを媒質とするレーザ、ガラスレーザ、ルビ
ーレーザ、アレキサンドライトレーザ、Ｔｉ：サファイアレーザ、銅蒸気レーザまたは金
蒸気レーザのうち一種または複数種を用いることを特徴とする。
【００２０】
　特に、単結晶もしくは多結晶（セラミック）のＹＶＯ４、ＹＡＧ、ＧｄＶＯ４、ＹＬＦ
などの干渉性の高いレーザが、本発明の実施に適している。干渉性が高いレーザが適して
いる理由は、レーザ光の長軸方向の端部領域において、非常に急峻なエネルギー強度分布
を形成するのに適しているからである。
【００２１】
　パルス発振のレーザ発振器においては、通常、数十～数百Ｈｚの周波数帯を用いるが、
発振周波数（繰り返し周波数）が１０ＭＨｚ以上のパルスレーザを用いてもよい。
【００２２】
　発振周波数が高いパルスレーザを用いると、次のような利点がある。レーザ光を半導体
膜に照射してから、半導体膜が完全に固化するまでの時間は、数十～数百ｎｓｅｃといわ
れている。
【００２３】
　発振周波数が低いパルスレーザでは、半導体膜がレーザ光によって溶融して固化した後
に、次のパルスが照射されることになる。したがって、それぞれのパルスが照射された後
、再結晶時に、結晶粒は中心対称的に放射状に成長する。そして、隣り合う結晶粒の境界
に粒界が形成されるため、半導体膜の表面には凹凸が生じる。
【００２４】
　一方、発振周波数が高いパルスレーザを用いると、半導体膜がレーザ光によって溶融し
てから固化するまでの間に、次のパルスが半導体膜に照射される。したがって、発振周波
数が低いパルスレーザを用いる場合と異なり、半導体膜中において固液界面を連続的に移
動させることができる。その結果、レーザ光の走査方向に向かって、連続的に成長した結
晶粒を有する半導体膜を形成することができる。
【００２５】
　また、パルス発振のレーザの特徴の１つとして、発振周波数を高くすることにより、１
つのパルスあたりのピーク出力を大きくすることができることが挙げられる。そのため、
平均出力が比較的低いものでも、レーザ光の第２高調波への変換効率を大幅に上げること
ができる。これにより、容易に大出力の高調波を得ることが可能となるため、生産性を大
きく向上させることができる。
【００２６】
　単結晶を媒体としたレーザ発振器を用いた場合では、レーザ光は照射面において、長軸
方向の長さが０．５～１ｍｍ、短軸方向の長さが２０μｍ以下、好ましくは１０μｍ以下
になるように整形する。また、レーザ光の短軸方向に走査する。その結果、１つの結晶粒
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の走査方向における幅が１０～３０μｍ、走査方向に対して垂直な方向における幅が１～
５μｍ程度の結晶粒の集合を、レーザ光照射領域の全面に形成することができる。このよ
うにして、ＣＷ（連続発振）レーザと同程度の結晶粒を得ることができる。そして、レー
ザ光の走査方向に沿って長く伸びた結晶粒を形成することで、少なくともＴＦＴのキャリ
アの移動方向には、結晶粒界がほとんど存在しない半導体膜の形成が可能になる。
【００２７】
　また、多結晶を媒体としたレーザ発振器を用いた場合では、非常に出力が高いレーザ光
を射出することが可能である。このような場合には、レーザ光の大きさを、大きくするこ
とが可能である。レーザ光の短軸の長さは１ｍｍ以下にし、レーザ光の長軸の幅は、半導
体膜を良好にレーザ照射できる程度に調節すればよい。
【００２８】
　本発明において、光学素子には、ホログラフィック光学素子、バイナリー光学素子など
の回折光学素子やシリンドリカルレンズを用いることが可能である。
【００２９】
　また、本発明を用いて形成した結晶性半導体膜より、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）を形
成し、このＴＦＴを用いて作製した半導体装置として、代表的にはＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａ
ｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ：中央演算処理装置）、メモリ、ＩＣ、ＲＦＩＤ素
子、画素、ドライバ回路などを挙げることができる。さらに、これらの半導体装置を組み
込んで、テレビ、コンピュータ、携帯型の情報処理端末などの、さまざまな電子機器を形
成することが可能である。
【発明の効果】
【００３０】
　本発明のレーザ照射装置およびレーザ照射方法を用いることにより、前記照射面におけ
るレーザ光の長軸方向の端部領域において、エネルギー強度分布が急峻に高くなる領域を
形成することができる。そのため、本発明を用いて、非晶質半導体膜表面にレーザ光を照
射することにより、レーザ光が照射された領域全体に対して大粒径結晶を形成することが
でき、良好にレーザ照射を行うことができる。
【００３１】
　また、レーザ光の長軸方向の端部領域において形成されていた表面凹凸の粗い結晶粒領
域（小粒径結晶領域）が形成されなくなり、後工程において結晶化半導体膜上に薄膜を成
膜した際のカバレッジが良くなる。また、レーザ光が照射された領域全体を、半導体素子
形成に用いることができるため、回路設計のルールが緩和される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３２】
　本発明の実施の形態について、図面を用いて詳細に説明する。ただし、本発明は以下の
説明に限定されず、本発明の趣旨およびその範囲から逸脱することなく、その形態および
詳細をさまざまに変更し得ることは、当業者であれば容易に理解される。したがって、本
発明は、以下に示す実施の形態の記載内容に限定して解釈されるものではない。なお、以
下に説明する本発明の構成において、同一部分または同様な機能を有する部分には、同一
の符号を異なる図面間で共通して用い、その繰り返しの説明は省略する。
【００３３】
（実施の形態１）
　本実施の形態では、本発明のレーザ照射装置およびレーザ照射方法の一例について示す
。
【００３４】
　図１に示すレーザ照射装置は、レーザ発振器１０１と、光学素子１０２と、スリット１
０３を有している。本実施の形態では、レーザ発振器から射出されたレーザ光の、長軸方
向における端部領域を遮光する手段として、スリット１０３を用いる場合について説明す
る。
【００３５】
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　本実施の形態において使用するレーザ発振器１０１は、特に制限されることがなく、連
続発振のレーザ発振器またはパルス発振のレーザ発振器のいずれも用いることができ、Ａ
ｒレーザ、Ｋｒレーザ、エキシマレーザなどの気体レーザ、単結晶のＹＡＧ、ＹＶＯ４、
フォルステライト（Ｍｇ２ＳｉＯ４）、ＹＡｌＯ３、ＧｄＶＯ４、もしくは多結晶（セラ
ミック）のＹＡＧ、Ｙ２Ｏ３、ＹＶＯ４、ＹＡｌＯ３、ＧｄＶＯ４に、ドーパントとして
Ｎｄ、Ｙｂ、Ｃｒ、Ｔｉ、Ｈｏ、Ｅｒ、Ｔｍ、Ｔａのうち、１種または複数種添加されて
いるものを媒質とするレーザ、ガラスレーザ、ルビーレーザ、アレキサンドライトレーザ
、Ｔｉ：サファイアレーザ、銅蒸気レーザまたは金蒸気レーザのうち、一種または複数種
から発振されるレーザを用いることができる。なお、好ましくは、干渉性の高い単結晶も
しくは多結晶（セラミック）のＹＶＯ４、ＹＡＧ、ＧｄＶＯ４、ＹＬＦなどレーザが適し
ている。このようなものを用いると、レーザ光の長軸方向の端部領域において、エネルギ
ー強度分布が急峻に高くなる領域が形成されるからである。
【００３６】
　レーザ発振器１０１から発振されたレーザ光は、光学素子１０２に入射する。本実施の
形態において、光学素子１０２として、シリンドリカルレンズを用いる場合を説明する。
なお、シリンドリカルレンズは、レーザ光を一方向に集光するように作用し、レーザ光の
断面形状を照射面に対して線状に整形する。
【００３７】
　光学素子１０２を通過したレーザ光の長軸方向の端部領域の光は、シリンドリカルレン
ズと照射面との間に配置したスリット１０３を通ることにより、遮光される。スリット１
０３により遮光されなかったレーザ光が照射面１０４に照射される。
【００３８】
　照射面１０４に照射されるレーザ光の、長軸方向におけるエネルギー強度分布を、図２
（Ａ）に示す。図２（Ａ）に示すように、レーザ光の長軸方向の端部領域において、エネ
ルギー強度分布が急峻に高くなる領域が形成される。これは、スリット１０３を用いて、
レーザ光の長軸方向の端部領域を遮光することにより、レーザ干渉性に起因する、回折と
呼ばれる現象が起こるためである。スリット１０３を用いて、レーザ光の長軸方向におい
て、エネルギー強度分布が急峻に高くなる領域を形成することにより、レーザ光の端部領
域でのエネルギー強度分布の低下を防ぐことができる。そのため、レーザ光を照射した領
域全面に、十分なエネルギー強度を有するレーザ光を照射することができる。
【００３９】
　この場合のレーザ光の長軸方向の端部領域におけるエネルギー強度分布は、スリット１
０３を配置しない場合と比べて、３割強増加する。
【００４０】
　また、スリット１０３を用いることにより、レーザ光の長軸方向の端部領域のエネルギ
ー強度分布を、レーザ光の長軸方向の中央部領域のエネルギー強度分布より高くすること
ができる。そのため、基板にレーザ光を照射した際に、レーザ光の照射領域の境界より外
側に熱が拡散しても、境界領域における基板表面の温度の低下を防ぐことができる。よっ
て、このようなレーザ光を非晶質半導体膜表面に照射することにより、レーザ光の照射領
域の端部付近において、小粒径結晶領域が形成されることを防ぐことができる。したがっ
て、半導体膜表面のレーザ照射した領域全体に、大粒径結晶領域を形成することができる
。さらに、レーザ光が照射された領域全体を、半導体素子形成に用いることができるため
、回路設計のルールが緩和される。
【００４１】
　また、レーザ光のエネルギー強度分布を全体的に大きくし、レーザ光の長軸方向の端部
領域におけるエネルギー強度分布を更に大きくすることにより、表面凹凸が少ない微結晶
粒を形成できる。また、アブレーション加工（レーザ光を照射した部分、つまり、レーザ
光を吸収した部分の分子結合が切断されて、該部分が光分解し、気化する現象を用いた加
工）を行うこともできる。これにより、レーザ光の長軸方向の端部領域において形成され
ていた、表面凹凸の粗い結晶粒領域（小粒径結晶領域）が形成されなくなり、後工程にお
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いて、結晶化半導体膜上に薄膜を成膜した際のカバレッジが良くなる。前記端部領域の幅
は数μｍ以内と非常に狭いため、レーザ光が照射された領域のほぼ全域を半導体素子形成
に用いることができ、回路設計のルールが緩和される。
【００４２】
　本実施の形態では、シリンドリカルレンズを用いてレーザ光を整形しているが、レーザ
光を一方向に集光させる（レーザ光の断面を線状または矩形状に整形する）光学素子であ
れば特に制限されることはない。例えば、回折光学素子を用いてもよい。回折光学素子の
代表例としては、ホログラフィック光学素子、バイナリー光学素子などがあげられる。回
折光学素子は、ディフラクティブオプティクス、またはディフラクティブオプティクスエ
レメントとも呼ばれ、光の回折を利用してスペクトルを得る素子である。そして、この回
折光学素子を用いることにより、レーザ発振器から射出されたレーザ光のエネルギー強度
分布が均一な線状または矩形状のレーザ光に形成することができる。
【００４３】
　回折光学素子により、レーザ光のエネルギー強度分布が均一となった、線状または矩形
状のレーザ光を、本実施の形態で用いたスリットに通過させると、図２（Ｂ）に示すよう
に、照射面におけるレーザ光の長軸方向の端部領域において、エネルギー強度分布が急峻
に高くなる領域を形成することができる。
【００４４】
　また、シリンドリカルレンズの凸面は、入射側、射出側のいずれか一方に凸面が形成さ
れているものでも、両側に凸面が形成されているものでもよい。ただし、低収差、精度の
面で入射側に凸面が形成されているものを使用することが好ましい。
【００４５】
　スリット１０３は、照射面１０４から距離Ｌ［μｍ］離れた位置に配置する。レーザ発
振器１０１から発振されたレーザ光の波長をλ［μｍ］としたとき、スリット１０３を０
．５＜Ｌλ＜１００を満たす位置に配置すると、結晶の成長方向と、結晶化する位置を制
御することができる。これにより、結晶化する方向を一定にすることができ、半導体膜表
面に大粒径結晶領域を形成し、かつ結晶化された膜表面を平坦化することができる。
【００４６】
　本実施の形態において使用するスリット１０３については、特に制限されることはない
。レーザ光がスリットを通過した際に、レーザ光の長軸方向の端部領域を遮光できる構造
、あるいは形状のものを使用することができる。例えば、図１で示すような板状のスリッ
ト１０３や、開口部が矩形状となるようなスリットを用いて遮光する。スリット１０３は
、レーザ光の種類やエネルギーに応じてその位置を調整することができ、スリット１０３
の開口部の大きさを調整することができる。本発明のレーザ照射装置では、スリット１０
３は、開口部がビームスポット１０５の走査方向と平行となるように設置されており、ス
リットの開口部の幅は走査範囲において一定とする。これにより、レーザ光の長軸方向の
端部領域を遮光することができ、同時にビームスポット１０５の長軸方向の長さを調整す
ることができる。
【００４７】
　また、反射ミラーを用いてスリットを形成することもできる。反射ミラーを用いること
により、熱が吸収されず、スリットの変形を防ぐことができる。そのため、安定したレー
ザ光を得ることができる。反射ミラーは、図１（Ｂ）に示すように、レーザ光が入射する
方向に反射面を傾けて配置するとよい。また、反射ミラーにより反射されたレーザ光は、
ダンパーを用いて吸収させることが好ましい。
【００４８】
　本実施の形態のレーザ照射装置およびレーザ照射方法を用いることにより、レーザ光の
長軸方向の端部領域において、エネルギー強度分布が急峻に高くなる領域を形成すること
ができる。そのため、レーザ光が照射された領域全体に対して、大粒径結晶を形成するこ
とができ、良好にレーザ照射することができる。例えば、半導体膜を結晶化する際に、本
実施の形態で示したレーザ照射装置およびレーザ照射方法を用いることにより、レーザ光
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が照射された領域全体に対して、大粒径結晶領域を形成することができ、半導体膜全面に
対して良好に結晶化を行うことができる。
【００４９】
（実施の形態２）
　本実施の形態では、実施の形態１で示したレーザ照射装置またはレーザ照射方法を用い
た、ＴＦＴの作製方法に関して、図面を参照して説明する。なお、本実施の形態ではトッ
プゲート型（順スタガ型）ＴＦＴの作製方法を記載しているが、トップゲート型ＴＦＴに
限らず、ボトムゲート型（逆スタガ型）ＴＦＴなどでも同様に本発明を用いることができ
る。
【００５０】
　図５（Ａ）に示すように、絶縁表面を有する基板５００上に、下地膜５０１を形成する
。本実施の形態では、基板５００として、ガラス基板を用いる。なお、ここで用いる基板
には、バリウムホウケイ酸ガラス、アルミノホウケイ酸ガラスなどのガラス基板、石英基
板、セラミックス基板、ステンレス基板などを用いることができる。また、ＰＥＴ、ＰＥ
Ｓ、ＰＥＮに代表されるプラスチックや、アクリルなどに代表される合成樹脂を原料とす
る基板は、一般的に他の基板と比較して耐熱温度が低い傾向にあるが、本工程の処理に耐
え得るのであれば用いることができる。
【００５１】
　下地膜５０１は、基板５００に含まれるナトリウムなどのアルカリ金属や、アルカリ土
類金属が、半導体中に拡散し、半導体素子の特性に悪影響を及ぼすのを防ぐために設ける
。そのため、アルカリ金属やアルカリ土類金属の、半導体中への拡散を抑えることのでき
る、酸化珪素や窒化珪素、窒化酸化珪素などの絶縁膜を用いて形成する。また、下地膜５
０１は、単層または積層構造のいずれでもよい。本実施の形態では、プラズマＣＶＤ法（
Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｖａｐｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ：化学気相成長法）を用いて、窒
化酸化珪素膜を１０～４００ｎｍの膜厚になるように成膜する。
【００５２】
　基板５００として、ガラス基板またはプラスチック基板のように、アルカリ金属やアル
カリ土類金属が、多少なりとも含まれている基板を用いる場合には、不純物の拡散を防ぐ
ために下地膜を設けることは有効である。しかし、石英基板など、不純物の拡散がさほど
問題にならない基板を用いる場合には、必ずしも下地膜５０１を設ける必要はない。
【００５３】
　次いで、下地膜５０１上に、非晶質半導体膜５０２を形成する。非晶質半導体膜５０２
は、スパッタリング法、ＬＰＣＶＤ法、プラズマＣＶＤ法などにより、２５～１００ｎｍ
（好ましくは３０～６０ｎｍ）の厚さで形成する。ここで用いる非晶質半導体膜には、シ
リコンやシリコンゲルマニウム（ＳｉＧｅ）などを用いることができる。なお、ここでは
シリコンを用いる。シリコンゲルマニウム（ＳｉＧｅ）を用いる場合、ゲルマニウムの濃
度は、０．０１～４．５ａｔｏｍｉｃ％程度であることが好ましい。
【００５４】
　続いて図５（Ｂ）に示すように、非晶質半導体膜５０２に、レーザ光５０３を照射して
結晶化を行う。
【００５５】
　ここで、レーザ照射に用いるレーザ照射装置およびレーザ照射方法の一例を、図３を用
いて説明する。図３に示すレーザ照射装置は、レーザ発振器１０１、光学素子１０２、ス
リット１０３、ミラー３０２、吸着ステージ３０６、Ｘ軸ステージ３０７およびＹ軸ステ
ージ３０８を有している。レーザ発振器１０１、光学素子１０２、スリット１０３として
は、図１に示したものと同様のものを用いることができる。なお、必ずしもミラー３０２
を設ける必要はなく、必要がなければ設けなくてもよい。
【００５６】
　本実施の形態では、吸着ステージ３０６上に、半導体膜３０５が成膜された基板が設け
られている。なお、該基板は、絶縁物質を材料としている。また、半導体膜３０５として
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は、非晶質半導体膜を用いればよい。ただし、微結晶半導体膜や結晶性半導体膜を用いる
こともできる。Ｘ軸ステージ３０７およびＹ軸ステージ３０８を用いて、半導体膜３０５
の表面に沿って、吸着ステージ３０６をＸ軸またはＹ軸方向に走査することによって、半
導体膜３０５の全面にレーザ光を照射することができる。よって、半導体膜３０５の全面
を、良好に結晶化することができる。
【００５７】
　本実施の形態では、Ｘ軸ステージ３０７およびＹ軸ステージ３０８を用いて、半導体膜
３０５が成膜された基板を動かす構成となっている。なお、レーザ光の走査は、被処理物
である基板を固定して、レーザ光の照射位置を移動させる照射系移動型、レーザ光の照射
位置を固定して、基板を移動させる被処理物移動型、または上記２つの方法を組み合わせ
た方法を用いることができる。
【００５８】
　本実施の形態では、レーザ光５０３として、ＣＷ（連続発振）レーザ（Ｎｄ：ＹＶＯ４

レーザ、第２高調波（波長５３２ｎｍ））を用いる。特に第２高調波に限定する必要はな
いが、第２高調波はエネルギー効率の点で、さらに高次の高調波より優れている。
【００５９】
　ＣＷ（連続発振）レーザを半導体膜に照射すると、連続的に半導体膜にエネルギーが与
えられるため、一度半導体膜を溶融状態にすると、溶融状態を継続させることができる。
さらに、ＣＷ（連続発振）レーザ光を走査することによって、半導体膜の固液界面を移動
させ、この移動の方向に沿って一方向に長い結晶粒を形成することができる。
【００６０】
　ここで挙げたレーザ光に限らず、実施の形態１で示したＣＷ（連続発振）レーザ、また
は発振周波数が１０ＭＨｚを超えるパルスレーザも用いることができる。
【００６１】
　図３において使用するスリット１０３は、レーザ光のエネルギー強度分布の、最も高い
値を１００％とすると、レーザ光のエネルギー強度分布の、最も高い値の６０％以上、好
ましくは８０％以上のところでレーザ光を遮光するように、スリット１０３の開口部の大
きさを調節するとよい。レーザ光のエネルギー強度分布の、最も高い値の８０％以上のと
ころでレーザ光を遮光すると、レーザ光の長軸方向の端部領域におけるエネルギー強度分
布を、レーザ光の長軸方向の中央部におけるエネルギー強度分布よりも高くすることがで
きる。その結果、半導体表面のレーザ照射した領域全体に、大粒径結晶を形成することが
できる。また、表面凹凸の少ない微結晶粒を形成することや、アブレーション加工するこ
ともできる。
【００６２】
　本実施の形態において、半導体膜の結晶化に、Ｎｄ：ＹＶＯ４レーザの第２高調波（波
長５３２ｎｍ）を用いる。そのため、レーザ光の長軸方向に結晶成長をさせるためには、
スリットと照射面との距離Ｌを１～２００μｍ、好ましくは３～１００μｍ、より好まし
くは１０～５０μｍ、さらにより好ましくは３０～５０μｍとするのがよい。この場合、
レーザ光の波長λは、５３２ｎｍには限定されない。例えば、ＹＬＦレーザの第２高調波
のように、波長５２７ｎｍの場合にも、上記の距離Ｌの適正範囲は当てはまる。また、回
折現象はレーザ光の波長に依存しており、同様の回折像が得られるレーザ光の波長λと、
距離Ｌの間には反比例の関係がある。したがって、上記の例より大きく波長の異なるレー
ザ光を使用する場合は、０．５＜Ｌλ＜１００を満たす距離Ｌの適正範囲を適宜計算し用
いるとよい。
【００６３】
　レーザ発振器から射出されたレーザ光は、光学素子によってレーザ光を一方向に集光さ
れ、レーザ光の断面形状が照射面に対して線状に整形される。その後、光学素子１０２と
半導体膜３０５との間に配置された、スリット１０３を通り、半導体膜３０５に照射され
る。
【００６４】
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　本実施の形態のレーザ照射装置を用いることにより、レーザ光の長軸方向の端部領域に
おいて、エネルギー強度分布が急峻に高くなる領域を形成することができる。このレーザ
光を、非晶質半導体膜に走査することによって、レーザ光の長軸方向の両端部に、横方向
に連続的に成長した結晶粒が形成されるだけではなく、隣接したレーザ照射領域の境界に
おいて、小粒径結晶領域や凹凸の形成を抑制することが可能になる。このようにして、半
導体膜にレーザ光を照射することにより、半導体膜３０５全面に対して、良好にレーザ照
射される。その結果、この半導体膜によって作製される半導体装置の特性を、良好かつ均
一にすることができる。
【００６５】
　図１および図３では、板状のスリットを用いた場合を説明したが、これに限定されず、
図４に示すように、開口部が円形状もしくは楕円形状となるような、スリット４０３を用
いてもよい。図４に示すレーザ照射装置は、レーザ発振器１０１、光学素子１０２、スリ
ット４０３、ミラー３０２、吸着ステージ３０６、Ｘ軸ステージ３０７およびＹ軸ステー
ジ３０８を有しており、レーザ発振器１０１、光学素子１０２、ミラー３０２、吸着ステ
ージ３０６、Ｘ軸ステージ３０７およびＹ軸ステージ３０８としては、図３に示すものと
同様なものを用いることができる。
【００６６】
　その後、図５（Ｃ）に示すように、レーザ照射によって形成された結晶性半導体膜５０
５を所定の形状にエッチングし、島状の半導体膜５０６を形成する。さらに、この島状の
半導体膜５０６を覆うように、ゲート絶縁膜５０７を形成する。
【００６７】
　ゲート絶縁膜５０７は、少なくとも酸素または窒素を含む絶縁膜であればよく、単層で
も複層でもよい。その際の成膜方法は、プラズマＣＶＤ法やスパッタ法を用いることがで
きる。本実施の形態では、プラズマＣＶＤ法で窒化酸化珪素（ＳｉＮｘＯｙ（ｘ＞ｙ、な
お、ｘ、ｙ＝１、２、３・・・））と、酸化窒素珪素（ＳｉＯｘＮｙ（ｘ＞ｙ、なお、ｘ
、ｙ＝１、２、３・・・））を連続成膜して、合計膜厚が１１５ｎｍになるように形成す
る。なお、チャネル長の長さが１μｍ以下であるようなＴＦＴ（サブミクロンＴＦＴとも
いう）を形成する場合、ゲート絶縁膜は１０～５０ｎｍの厚さで形成することが望ましい
。
【００６８】
　次に、ゲート絶縁膜５０７上に導電膜を形成し、所定の形状にエッチングすることで、
ゲート電極５０８を形成する。ゲート絶縁膜５０７上に形成する導電膜の材料は、導電性
を有する膜であればよく、本実施の形態では、タングステンと窒化タンタルの積層膜を用
いている。ただし、Ａｌ（アルミニウム）とＭｏ（モリブデン）を用いてＭｏ、Ａｌ、Ｍ
ｏの順に積層した導電膜や、Ｔｉ（チタン）とＡｌを用いてＴｉ、Ａｌ、Ｔｉの順に積層
した導電膜を用いてもよい。また、金（Ａｕ）、銀（Ａｇ）、銅（Ｃｕ）、白金（Ｐｔ）
、アルミニウム（Ａｌ）、モリブデン（Ｍｏ）、タングステン（Ｗ）、チタン（Ｔｉ）か
ら選ばれた元素、またはこれらの元素を主成分とする合成材料または化合物材料を用いる
こともできる。さらには、これらの材料の積層物を用いることもできる。
【００６９】
　そして、この導電膜をパターン加工するための、レジストマスクを形成する。まず、導
電膜上に、フォトレジストをスピンコーティング法などにより塗布し、露光する。次に、
フォトレジストに対して、加熱処理（プリベーク）を行う。プリベークの温度は５０～１
２０℃とし、後に行われるポストベークより低い温度で行う。本実施の形態では、加熱温
度は９０℃、加熱時間は９０秒とする。
【００７０】
　次に、フォトレジストに現像液を滴下するか、あるいはスプレーノズルから現像液をス
プレーすることによって、露光されたレジストを現像する。
【００７１】
　その後、現像されたフォトレジストを１２５℃、１８０秒で加熱処理（ポストベーク）
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を行い、レジストマスク中に残っている水分などを除去し、同時に熱に対する安定性を高
める。以上の工程によって、レジストマスクが形成される。このレジストマスクを基に、
導電膜を所定の形状にエッチングして、ゲート電極５０８を形成する。
【００７２】
　このほかの方法として、所定の場所に材料を吐出することが可能な印刷法や、インクジ
ェット法に代表される液滴吐出法により、ゲート電極５０８を、直接ゲート絶縁膜５０７
上に形成してもよい。
【００７３】
　吐出する材料は、導電体材料を溶媒に溶解または分散させたものを用いる。導電膜とな
る材料は、金（Ａｕ）、銀（Ａｇ）、銅（Ｃｕ）、白金（Ｐｔ）、アルミニウム（Ａｌ）
、クロム（Ｃｒ）、パラジウム（Ｐｄ）、インジウム（Ｉｎ）、モリブデン（Ｍｏ）、ニ
ッケル（Ｎｉ）、鉛（Ｐｂ）、イリジウム（Ｉｒ）、ロジウム（Ｒｈ）、タングステン（
Ｗ）、カドミウム（Ｃｄ）、亜鉛（Ｚｎ）、鉄（Ｆｅ）、チタン（Ｔｉ）、ジルコニウム
（Ｚｒ）、バリウム（Ｂａ）などの金属から少なくとも一種類、またはこれらの金属の合
金を含むものである。溶媒は、酢酸ブチル、酢酸エチルなどのエステル類、イソプロピル
アルコール、エチルアルコールなどのアルコール類、メチルエチルケトン、アセトンなど
の有機溶剤などを用いることができる。
【００７４】
　組成物の粘度は０．３Ｐａ・ｓ以下とする。これは、乾燥を防止し、吐出口から組成物
を円滑に吐出するためである。なお、用いる溶媒や用途に合わせて、組成物の粘度や表面
張力は適宜調整するとよい。
【００７５】
　そして、ゲート電極５０８またはゲート電極５０８を形成する際に用いたレジストをマ
スクとして用い、島状の半導体膜５０６に、ｎ型またはｐ型の導電性を付与する不純物を
選択的に添加することによって、ソース領域５０９、ドレイン領域５１０、ＬＤＤ領域５
１１などを形成する。上記の工程によって、図５（Ｄ）に示すように、Ｎチャネル型ＴＦ
Ｔ５１２および５１３と、Ｐチャネル型ＴＦＴ５１４を同一基板上に形成することができ
る。
【００７６】
　続いて、Ｎチャネル型ＴＦＴ５１２および５１３と、Ｐチャネル型ＴＦＴ５１４の保護
膜として、絶縁膜５１５を形成する。この絶縁膜５１５は、プラズマＣＶＤ法またはスパ
ッタ法を用い、窒化珪素膜または窒化酸化珪素膜を、単層または積層構造で１００～２０
０ｎｍの厚さに形成する。窒化酸化珪素膜と酸化窒化珪素膜を組み合わせる場合では、ガ
スを切り替えることによって、連続成膜をすることが可能である。本実施の形態では、プ
ラズマＣＶＤ法により、膜厚１００ｎｍの酸化窒化珪素膜を形成する。絶縁膜５１５を設
けることにより、酸素や空気中の水分をはじめ、各種イオン性の不純物の侵入を阻止する
ブロッキング作用を得ることができる。
【００７７】
　次いで、さらに絶縁膜５１６を形成する。ここでは、ＳＯＧ（Ｓｐｉｎ　Ｏｎ　Ｇｌａ
ｓｓ）法またはスピンコート法によって塗布されたポリイミド、ポリアミド、ＢＣＢ（ベ
ンゾシクロブテン）、アクリル、シロキサンなどの有機樹脂膜を用いることができる。ま
た、無機層間絶縁膜（窒化珪素、酸化珪素などの珪素を含む絶縁膜）、ｌｏｗ－ｋ（低誘
電率）材料などを用いることができる。絶縁膜５１６は、ガラス基板上に形成されたＴＦ
Ｔによる凹凸を緩和し、平坦化する意味合いが強いため、平坦性に優れた膜が好ましい。
なお、シロキサンは、シリコン（Ｓｉ）と酸素（Ｏ）との結合で骨格構造が構成され、置
換基は、水素を少なくとも含む有機基（例えばアルキル基、アリール基）またはフルオロ
基のいずれかの材料である。
【００７８】
　さらに、フォトリソグラフィ法を用いてゲート絶縁膜５０７、絶縁膜５１５および絶縁
膜５１６をパターン加工して、ソース領域５０９、ドレイン領域５１０に達するコンタク
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トホールを形成する。
【００７９】
　次に、導電性材料を用いて導電膜を形成し、この導電膜をパターン加工することによっ
て配線５１７を形成する。その後、保護膜として絶縁膜５１８を形成すると、図５（Ｄ）
に示すようなＴＦＴが完成する。
【００８０】
　本実施の形態のレーザ照射装置を用いて作製した結晶性半導体膜によりＴＦＴを作製す
ることによって、ＴＦＴの性能を大幅に向上させることが可能になる。例えば、チャネル
形成領域に含まれる、結晶粒界の数を少なくすることができるため、単結晶半導体を用い
たＴＦＴと同等またはそれ以上の、電界効果移動度（モビリティ）を得ることが可能であ
る。また、オン電流値（ＴＦＴがオンの状態にあるときに流れるドレイン電流の値）、オ
フ電流値（ＴＦＴがオフの状態にあるときに流れるドレイン電流の値）、しきい値電圧、
Ｓ値および電界効果移動度のばらつきを低減させることが可能になる。このような効果が
あるため、ＴＦＴの電気的特性は向上し、ＴＦＴを用いた半導体装置の動作特性および信
頼性が向上する。特に、レーザ光の移動方向には粒界がほとんどないため、この方向に沿
ってＴＦＴのチャネル形成領域を形成すると、ＴＦＴ特性の向上につながり好ましい。
【００８１】
　本発明のレーザ照射方法を用いた半導体装置の作製方法は、上述したＴＦＴの作製工程
に限定されない。レーザ光による結晶化の前に、触媒元素を用いた結晶化工程を設けても
よい。その触媒元素としては、ニッケル（Ｎｉ）、ゲルマニウム（Ｇｅ）、鉄（Ｆｅ）、
パラジウム（Ｐｄ）、スズ（Ｓｎ）、鉛（Ｐｂ）、コバルト（Ｃｏ）、白金（Ｐｔ）、銅
（Ｃｕ）および金（Ａｕ）といった元素を用いることができる。
【００８２】
　触媒元素を添加し、加熱処理を行って結晶化を促進した後に、レーザ照射してもよいし
、加熱処理の工程を省略してもよい。また、加熱処理を行った後、その温度を保ちつつレ
ーザ処理を行ってもよい。
【００８３】
　本実施の形態では、半導体膜の結晶化に本発明のレーザ照射装置を用いた例を示したが
、半導体膜にドーピングした不純物元素の活性化を行うために、本発明のレーザ照射装置
を用いてもよい。また、本発明を用いた半導体装置の作製方法は、集積回路や半導体表示
装置の作製方法にも用いることができる。
【００８４】
　本発明を用いると、半導体膜に対して均一にレーザ照射される。したがって、本発明の
方法によって形成された半導体膜を用いて作製した、全てのＴＦＴは特性が良好であり、
個々のＴＦＴの特性は均一である。
【００８５】
　また、本実施の形態は、他の実施の形態と自由に組み合わせることができる。
【００８６】
（実施の形態３）
　本実施の形態では、実施の形態１で示した、レーザ照射装置またはレーザ照射方法を用
いた、半導体装置の作製方法に関して、図面を参照して説明する。
【００８７】
　図６（Ａ）に示すように、スパッタ法を用いて、ガラス基板でなる基板６０１上に、剥
離層６０２を形成する。剥離層６０２は、スパッタ法、減圧ＣＶＤ法、プラズマＣＶＤ法
などを用いて形成することができる。本実施の形態では、膜厚５０ｎｍ程度の非晶質シリ
コンを減圧ＣＶＤ法で形成し、剥離層６０２として用いる。なお、剥離層６０２はシリコ
ンに限定されず、エッチングにより選択的に除去できる材料（例えば、Ｗ、Ｍｏなど）で
形成すればよい。剥離層６０２の膜厚は、５０～６０ｎｍとするのが望ましい。
【００８８】
　次いで、剥離層６０２上に、下地絶縁膜６０３を形成する。下地絶縁膜６０３は、基板
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６０１中に含まれるＮａなどのアルカリ金属やアルカリ土類金属が、半導体膜中に拡散し
、ＴＦＴなどの半導体素子の特性に悪影響を及ぼすのを防ぐために設ける。また、下地絶
縁膜６０３は、後の半導体素子を剥離する工程において、半導体素子を保護する役目も有
している。下地絶縁膜６０３は、単層であっても、複数の絶縁膜を積層したものであって
もよい。よって、アルカリ金属やアルカリ土類金属の半導体膜への拡散を抑えることがで
きる酸化珪素や、窒化珪素、窒素を含む酸化珪素（ＳｉＯＮ）、酸素を含む窒化珪素（Ｓ
ｉＮＯ）などの絶縁膜を用いて形成する。
【００８９】
　次に、下地絶縁膜６０３上に、非晶質半導体膜６０４を形成する。非晶質半導体膜６０
４は、スパッタ法、ＬＰＣＶＤ法、プラズマＣＶＤ法などにより、２５～２００ｎｍ（好
ましくは３０～１５０ｎｍ）の厚さで形成する。
【００９０】
　そして、実施の形態２と同様に、非晶質半導体膜６０４に対して、レーザ光を照射して
結晶化を行う。
【００９１】
　上述したレーザ照射方法を用いることによって、非晶質半導体膜６０４を均一に結晶化
することができる。
【００９２】
　なお、剥離層６０２、下地絶縁膜６０３および非晶質半導体膜６０４は、連続して形成
することができる。
【００９３】
　その後、図６（Ｂ）に示すように、得られた結晶質半導体膜を所望の形状にエッチング
して、結晶質半導体膜６０４ａ～６０４ｄを形成し、当該半導体膜６０４ａ～６０４ｄを
覆うように、ゲート絶縁膜６０５を形成する。ゲート絶縁膜６０５は、プラズマＣＶＤ法
またはスパッタリング法などを用い、窒化珪素、酸化珪素、窒素を含む酸化珪素または酸
素を含む窒化珪素を含む膜を、単層または積層させて形成することができる。
【００９４】
　なお、ゲート絶縁膜６０５を形成した後、３～１００％の水素を含む雰囲気中で、３０
０～４５０℃で１～１２時間の熱処理を行い、島状の結晶質半導体膜６０４ａ～６０４ｄ
を水素化する工程を行ってもよい。また、水素化の他の手段として、プラズマ水素化（プ
ラズマにより励起された水素を用いる）を行ってもよい。
【００９５】
　半導体膜に対し、ＣＷ（連続発振）レーザ光もしくは１０ＭＨｚ以上の周波数で発振す
るパルスレーザ光を照射しながら、一方向に走査して結晶化させて得られた結晶質半導体
膜６０４ａ～６０４ｄは、その光の走査方向に結晶が成長する特性がある。その走査方向
をチャネル長方向（チャネル形成領域が形成されたときにキャリアが流れる方向）に合わ
せてトランジスタを配置し、上記ゲート絶縁層を組み合わせることで、特性ばらつきが小
さく、しかも電界効果移動度が高いＴＦＴを得ることができる。
【００９６】
　次に、ゲート絶縁膜６０５上に、第１の導電膜と、第２の導電膜とを積層する。ここで
は、第１の導電膜は、プラズマＣＶＤ法やスパッタ法などにより、２０～１００ｎｍの厚
さで形成する。第２の導電膜は、１００～４００ｎｍの厚さで形成する。第１の導電膜と
第２の導電膜は、タンタル（Ｔａ）、タングステン（Ｗ）、チタン（Ｔｉ）、モリブデン
（Ｍｏ）、アルミニウム（Ａｌ）、銅（Ｃｕ）、クロム（Ｃｒ）、ニオブ（Ｎｂ）などか
ら選択された元素、またはこれらの元素を主成分とする合金材料もしくは化合物材料で形
成する。または、リンなどの不純物元素をドーピングした、多結晶珪素に代表される半導
体材料により形成する。第１の導電膜と、第２の導電膜の組み合わせの例を挙げると、窒
化タンタル膜と、タングステン膜、窒化タングステン膜と、タングステン膜、窒化モリブ
デン膜と、モリブデン膜などが挙げられる。タングステンや窒化タンタルは、耐熱性が高
いため、第１の導電膜と第２の導電膜を形成した後に、熱活性化を目的とした加熱処理を



(15) JP 5388433 B2 2014.1.15

10

20

30

40

50

行うことができる。また、２層構造ではなく、３層構造の場合は、モリブデン膜と、アル
ミニウム膜と、モリブデン膜の積層構造を採用するとよい。
【００９７】
　次に、フォトリソグラフィ法を用いて、レジストからなるマスクを形成し、ゲート電極
とゲート線を形成するためのエッチング処理を行って、結晶質半導体膜６０４ａ～６０４
ｄの上方に、ゲート電極６０７を形成する。
【００９８】
　次に、フォトリソグラフィ法により、レジストからなるマスクを形成して、結晶質半導
体膜６０４ａ～６０４ｄに、イオンドープ法またはイオン注入法により、ｎ型を付与する
不純物元素を低濃度に添加する。ｎ型を付与する不純物元素は、１５族に属する元素を用
いればよく、例えばリン（Ｐ）、砒素（Ａｓ）を用いる。
【００９９】
　次に、ゲート絶縁膜６０５とゲート電極６０７を覆うように、絶縁膜を形成する。絶縁
膜は、プラズマＣＶＤ法やスパッタ法などにより、珪素、珪素の酸化物または珪素の窒化
物の無機材料を含む膜や、有機樹脂などの有機材料を含む膜を、単層または積層して形成
する。次に、絶縁膜を、垂直方向を主体とした異方性エッチングにより選択的にエッチン
グして、ゲート電極６０７の側面に接する絶縁膜６０８（サイドウォールともよばれる）
を形成する。絶縁膜６０８は、後にＬＤＤ（Ｌｉｇｈｔｌｙ　Ｄｏｐｅｄ　Ｄｒａｉｎ）
領域を形成する際のドーピング用のマスクとして用いる。
【０１００】
　次に、図６（Ｃ）に示すように、フォトリソグラフィ法により形成したレジストからな
るマスクと、ゲート電極６０７および絶縁膜６０８をマスクとして用いて、結晶質半導体
膜６０４ａ～６０４ｄにｎ型を付与する不純物元素を添加して、第１のｎ型不純物領域６
０６ａ（ＬＤＤ領域ともよぶ）と、第２のｎ型不純物領域６０６ｂと、チャネル領域６０
６ｃとを形成する。ただし、第１のｎ型不純物領域６０６ａが含む不純物元素の濃度は、
第２のｎ型不純物領域６０６ｂの不純物元素の濃度よりも低い。
【０１０１】
　続いて、図６（Ｄ）に示すように、ゲート電極６０７、絶縁膜６０８などを覆うように
、絶縁膜を単層または積層して形成することによって、薄膜トランジスタ６３０ａ～６３
０ｄを形成する。絶縁膜は、ＣＶＤ法、スパッタ法、ＳＯＧ法、液滴吐出法、スクリーン
印刷法などにより、珪素の酸化物や珪素の窒化物などの無機材料、ポリイミド、ポリアミ
ド、ベンゾシクロブテン、アクリル、エポキシなどの有機材料や、シロキサン材料などに
より、単層または積層で形成する。例えば、絶縁膜が２層構造の場合、１層目の絶縁膜６
０９として窒化酸化珪素膜で形成し、２層目の絶縁膜６１０として酸化窒化珪素膜で形成
することができる。
【０１０２】
　絶縁膜６０９、６１０を形成する前、または絶縁膜６０９、６１０のうちの１つまたは
複数の薄膜を形成した後に、半導体膜の結晶性の回復、半導体膜に添加された不純物元素
の活性化および半導体膜の水素化を目的とした、加熱処理を行うとよい。加熱処理には、
熱アニール、レーザアニール法またはＲＴＡ法などを適用するとよい。
【０１０３】
　次に、フォトリソグラフィ法により絶縁膜６０９、６１０などをエッチングして、第２
のｎ型不純物領域６０６ｂを露出させるコンタクトホールを形成する。続いて、コンタク
トホールを充填するように、導電膜を形成し、当該導電膜を選択的にエッチングして導電
膜６３１を形成する。なお、導電膜を形成する前に、コンタクトホールにおいて露出した
、結晶質半導体膜６０４ａ～６０４ｄの表面にシリサイドを形成してもよい。
【０１０４】
　導電膜６３１は、ＣＶＤ法やスパッタリング法などにより、アルミニウム（Ａｌ）、タ
ングステン（Ｗ）、チタン（Ｔｉ）、タンタル（Ｔａ）、モリブデン（Ｍｏ）、ニッケル
（Ｎｉ）、白金（Ｐｔ）、銅（Ｃｕ）、金（Ａｕ）、銀（Ａｇ）、マンガン（Ｍｎ）、ネ
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オジウム（Ｎｄ）、炭素（Ｃ）およびシリコン（Ｓｉ）から選択された元素、またはこれ
らの元素を主成分とする合金材料、もしくは化合物材料で、単層または積層で形成する。
アルミニウムを主成分とする合金材料とは、例えば、アルミニウムを主成分とし、ニッケ
ルを含む材料、または、アルミニウムを主成分とし、ニッケルと、炭素と珪素の一方また
は両方とを含む合金材料に相当する。導電膜６３１は、例えば、バリア膜と、アルミニウ
ムシリコン（Ａｌ－Ｓｉ）膜と、バリア膜の積層構造、バリア膜と、アルミニウムシリコ
ン（Ａｌ－Ｓｉ）膜と、窒化チタン膜と、バリア膜の積層構造を採用するとよい。なお、
バリア膜とは、チタン、チタンの窒化物、モリブデン、またはモリブデンの窒化物からな
る薄膜に相当する。アルミニウムや、アルミニウムシリコンは抵抗値が低く、安価である
ため、導電膜６３１を形成する材料として最適である。また、上層と下層のバリア層を設
けると、アルミニウムや、アルミニウムシリコンのヒロックの発生を防止することができ
る。また、還元性の高い元素であるチタンからなるバリア膜を形成すると、結晶質半導体
膜上に薄い自然酸化膜ができていたとしても、この自然酸化膜を還元し、結晶質半導体膜
と良好なコンタクトをとることができる。
【０１０５】
　次に、図７（Ａ）に示すように、導電膜６３１を覆うように絶縁膜６１１を形成し、当
該絶縁膜６１１上に、導電膜６３１と電気的に接続するように、導電膜６１２を形成する
。絶縁膜６１１は、ＣＶＤ法、スパッタ法、ＳＯＧ法、液滴吐出法またはスクリーン印刷
法などを用いて、無機材料または有機材料により、単層または積層で形成する。また、絶
縁膜６１１は、好適には、０．７５～３μｍの厚さで形成する。また、導電膜６１２は、
上述した導電膜６３１の場合で示した、いずれかの材料を用いることができる。
【０１０６】
　次に、図７（Ｂ）に示すように、導電膜６１２上に、導電膜６１３を形成する。導電膜
６１３は、ＣＶＤ法、スパッタ法、液滴吐出法、スクリーン印刷法などを用いて、導電性
材料により形成する。導電膜６１３は、好ましくは、アルミニウム（Ａｌ）、チタン（Ｔ
ｉ）、銀（Ａｇ）、銅（Ｃｕ）、金（Ａｕ）から選択された元素、またはこれらの元素を
主成分とする合金材料、もしくは化合物材料で、単層または積層で形成する。ここでは、
スクリーン印刷法により、銀を含むペーストを導電膜６１２上に形成し、その後、５０～
３５０度の加熱処理を行って導電膜６１３とする。また、導電膜６１２上に、導電膜６１
３を形成した後に、電気的な接続を向上させるために、導電膜６１３および導電膜６１２
の重なっている領域に、レーザ光を照射してもよい。なお、絶縁膜６１１および導電膜６
１２を設けずに、導電膜６３１上に、選択的に導電膜６１３を設けることも可能である。
【０１０７】
　次に、図７（Ｃ）に示すように、導電膜６１２および６１３を覆うように絶縁膜６１４
を形成し、フォトリソグラフィ法により絶縁膜６１４を選択的にエッチングして、導電膜
６１３を露出させる開口部６１５を形成する。絶縁膜６１４は、ＣＶＤ法、スパッタ法、
ＳＯＧ法、液滴吐出法またはスクリーン印刷法などを用いて、無機材料または有機材料に
より、単層または積層で形成する。
【０１０８】
　次に、薄膜トランジスタ６３０ａ～６３０ｄなどを含む層６３２（以下、層６３２と記
す）を、基板６０１から剥離する。図８（Ａ）に示すように、レーザ光（例えばＵＶ光）
を照射することによって、開口部６１６を形成後、物理的な力を用いて、基板６０１から
層６３２を剥離することができる。また、基板６０１から層６３２を剥離する前に、開口
部６１６にエッチング剤を導入して、剥離層６０２を除去してもよい。エッチング剤は、
フッ化ハロゲンまたはハロゲン間化合物を含む気体または液体を使用する。例えば、フッ
化ハロゲンを含む気体として、三フッ化塩素（ＣｌＦ３）を使用する。そうすると、層６
３２は、基板６０１から剥離された状態となる。なお、剥離層６０２は、全て除去せず一
部分を残存させてもよい。こうすることによって、エッチング剤の消費量を抑え、剥離層
の除去に要する処理時間を短縮することが可能となる。また、剥離層６０２を除去した後
にも、基板６０１上に層６３２を保持しておくことが可能となる。また、層６３２が剥離
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された基板６０１は、コストの削減のために、再利用することが好ましい。
【０１０９】
　また、図８（Ｂ）に示すように、レーザ光の照射により、絶縁膜をエッチングして開口
部６１６を形成した後に、層６３２の一方の面（絶縁膜６１４の露出した面）を、第１の
シート材６１７に貼り合わせて基板６０１から完全に剥離することもできる。第１のシー
ト材６１７としては、例えば、熱を加えることによって、粘着力が弱まる熱剥離テープを
用いることができる。
【０１１０】
　次に、図９（Ａ）に示すように、層６３２の他方の面（剥離した面）に、第２のシート
材６１８を設け、その後、加熱処理と、加圧処理の一方または両方を行って、第２のシー
ト材６１８を貼り合わせる。また、第２のシート材６１８を設けると同時に、または設け
た後に、第１のシート材６１７を剥離する。第２のシート材６１８としては、ホットメル
トフィルムなどを用いることができる。また、第１のシート材６１７として熱剥離テープ
を用いた場合には、第２のシート材６１８を貼り合わせる際に加えた熱を利用して剥離す
ることができる。
【０１１１】
　また、第２のシート材６１８として、静電気などを防止する帯電防止対策を施したフィ
ルム（以下、帯電防止フィルムと記す）を用いることもできる。帯電防止フィルムとして
は、帯電防止可能な材料を樹脂中に分散させたフィルム、および帯電防止可能な材料が貼
り付けられたフィルムなどが挙げられる。帯電防止可能な材料が設けられたフィルムは、
片面に帯電防止可能な材料を設けたフィルムであってもよいし、両面に帯電防止可能な材
料を設けたフィルムであってもよい。さらに、片面に帯電防止可能な材料が設けられたフ
ィルムは、帯電防止可能な材料が設けられた面をフィルムの内側になるように層に貼り付
けてもよいし、フィルムの外側になるように貼り付けてもよい。なお、帯電防止可能な材
料はフィルムの全面、あるいは一部に設けてあればよい。ここで、帯電防止可能な材料と
しては、金属、インジウム錫酸化物（ＩＴＯ、Ｉｎｄｉｕｍ　Ｔｉｎ　Ｏｘｉｄｅ）、両
性界面活性剤、陽イオン性界面活性剤、非イオン性界面活性剤などの界面活性剤を用いる
ことができる。また、他にも帯電防止材料として、側鎖にカルボキシル基および４級アン
モニウム塩基をもつ、架橋性共重合体高分子を含む樹脂材料などを用いることができる。
これらの材料をフィルムに貼り付ける、練り込む、あるいは塗布することによって、帯電
防止フィルムとすることができる。帯電防止フィルムを設けることによって、半導体装置
を商品として取り扱う際に、外部からの静電気などによって、半導体素子に悪影響が及ぶ
ことを抑制することができる。
【０１１２】
　次に、図９（Ｂ）に示すように、開口部６１５を覆うように導電膜６１９を形成するこ
とによって、素子群６３３を形成する。なお、導電膜６１９の形成前または形成後に、導
電膜６１２および６１３にレーザ光を照射することによって、電気的な接続を向上させて
もよい。
【０１１３】
　次に、図１０（Ａ）に示すように、レーザ光を、素子群６３３に選択的に照射すること
によって、複数の素子群に分断する。
【０１１４】
　次に、図１０（Ｂ）に示すように、アンテナとして機能する導電膜６２２が形成された
基板６２１に、素子群６３３を圧着させる。具体的には、基板６２１上に形成された、ア
ンテナとして機能する導電膜６２２と、素子群６３３の導電膜６１９とが、電気的に接続
するように貼り合わせて設ける。ここでは、接着性を有する樹脂６２３を用いて、基板６
２１と素子群６３３とを接着する。また、樹脂６２３に含まれる導電性粒子６２４を用い
て、導電膜６２２と導電膜６１９とを電気的に接続する。
【０１１５】
　本実施の形態で示した作製方法を用いることにより、特性にばらつきがなく、信頼性の
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高い半導体装置を作製することが可能となる。
【０１１６】
　なお、本実施の形態は、上記実施の形態と自由に組み合わせて行うことができる。つま
り、上記実施の形態で示した材料や形成方法は、本実施の形態でも組み合わせて利用する
ことができるし、本実施の形態で示した材料や形成方法も上記実施の形態でも組み合わせ
て利用することができる。
【０１１７】
（実施の形態４）
　本実施の形態では、実施の形態３で示した作製方法を用いて得られた、半導体装置の使
用形態の一例について説明する。具体的には、非接触でデータの入出力が可能である半導
体装置の適用例に関して、図面を参照して以下に説明する。非接触でデータの入出力が可
能である半導体装置は、利用の形態によっては、ＲＦＩＤタグ、ＩＤタグ、ＩＣタグ、Ｉ
Ｃチップ、ＲＦタグ、無線タグ、電子タグまたは無線チップともよばれる。
【０１１８】
　半導体装置８０は、非接触でデータを交信する機能を有し、高周波回路８１、電源回路
８２、リセット回路８３、クロック発生回路８４、データ復調回路８５、データ変調回路
８６、他の回路の制御を行う制御回路８７、記憶回路８８およびアンテナ８９を有してい
る（図１１（Ａ））。高周波回路８１は、アンテナ８９より、信号を受信する回路である
。また、高周波回路８１は、データ変調回路８６より受信した信号を、アンテナ８９から
出力する回路でもある。電源回路８２は、受信信号から電源電位を生成する回路である。
リセット回路８３は、リセット信号を生成する回路である。クロック発生回路８４は、ア
ンテナ８９から入力された受信信号を基に、各種クロック信号を生成する回路である。デ
ータ復調回路８５は、受信信号を復調して、制御回路８７に出力する回路である。データ
変調回路８６は、制御回路８７から受信した信号を変調する回路である。また、制御回路
８７としては、例えば、コード抽出回路９１、コード判定回路９２、ＣＲＣ判定回路９３
および出力ユニット回路９４が設けられている。コード抽出回路９１は、制御回路８７に
送られてきた命令に含まれる、複数のコードをそれぞれ抽出する回路である。コード判定
回路９２は、抽出されたコードと、リファレンスに相当するコードとを、比較して命令の
内容を判定する回路である。ＣＲＣ判定回路９３は、判定されたコードに基づいて、送信
エラーなどの有無を検出する回路である。
【０１１９】
　次に、上述した半導体装置の、動作の一例について説明する。まず、アンテナ８９によ
り、無線信号が受信される。無線信号は、高周波回路８１を介して電源回路８２に送られ
、高電源電位（以下、ＶＤＤと記す）が生成される。ＶＤＤは、半導体装置８０が有する
、各回路に供給される。また、高周波回路８１を介して、データ復調回路８５に送られた
信号は、復調される（以下、復調信号と記す）。復調信号は、クロック発生回路８４を通
り、制御回路８７に送られる。さらに、高周波回路８１を介して、リセット回路８３を通
った信号も、制御回路８７に送られる。制御回路８７に送られた信号は、コード抽出回路
９１、コード判定回路９２およびＣＲＣ判定回路９３などによって解析される。そして、
解析された信号に従って、記憶回路８８内に記憶されている半導体装置の情報が出力され
る。出力された半導体装置の情報は、出力ユニット回路９４を通って符号化される。さら
に、符号化された半導体装置８０の情報は、データ変調回路８６を通って、アンテナ８９
により無線信号に載せて送信される。なお、半導体装置８０を構成する複数の回路におい
ては、低電源電位（以下、ＶＳＳと記す）は共通であり、ＶＳＳはＧＮＤとすることがで
きる。
【０１２０】
　このように、リーダ／ライタから半導体装置８０に信号を送り、当該半導体装置８０か
ら送られてきた信号をリーダ／ライタで受信することによって、半導体装置のデータを読
み取ることが可能となる。
【０１２１】
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　また、半導体装置８０は、電源（バッテリー）を搭載せず、電磁波により、各回路に電
源電圧を供給するタイプとしてもよいし、電源（バッテリー）を搭載して、電磁波と電源
（バッテリー）により、各回路に電源電圧を供給するタイプとしてもよい。
【０１２２】
　実施の形態３で示した作製方法を用いることにより、折り曲げることが可能な半導体装
置を作製することができる。そのため、曲面を有する物体に、半導体装置を貼り付けて設
けることが可能となる。また、実施の形態３で示した作製方法を用いることにより、特性
にばらつきがなく、信頼性の高い半導体装置を作製することができる。
【０１２３】
　次に、可撓性を有し、非接触でデータの入出力が可能な半導体装置の、使用形態の一例
について説明する。図１１（Ｂ）に示すように、表示部１１１０を含む携帯端末の側面に
は、リーダ／ライタ１１００が設けられている。また、商品１１２０の側面には、半導体
装置１１３０が設けられている。半導体装置１１３０に、リーダ／ライタ１１００をかざ
すと、表示部１１１０に、品物の原材料、原産地、生産工程ごとの検査結果、流通過程の
履歴、さらに商品の説明などの、商品１１２０に関する情報が表示される。また、図１１
（Ｃ）に示すように、商品１１６０をベルトコンベアにより搬送する際に、リーダ／ライ
タ１１４０と、商品１１６０に設けられた半導体装置１１５０を用いて、該商品１１６０
を検品することができる。
【０１２４】
　このように、システムに半導体装置を活用することで、情報の取得を簡単に行うことが
でき、高機能化と高付加価値化を実現する。また、実施の形態３で示した作製方法を用い
ることにより、曲面を有する物体に本発明を用いて作製した半導体装置を貼り付けた場合
であっても、半導体装置に含まれるトランジスタなどの損傷を防止し、信頼性の高い半導
体装置を提供することが可能となる。
【０１２５】
　また、上述した非接触データの入出力が可能である半導体装置における信号の伝送方式
は、電磁結合方式、電磁誘導方式またはマイクロ波方式などを用いることができる。伝送
方式は、実施者が使用用途を考慮して適宜選択すればよく、伝送方式に伴って最適なアン
テナを設ければよい。
【０１２６】
　例えば、半導体装置における信号の伝送方式として、電磁結合方式または電磁誘導方式
（例えば、１３．５６ＭＨｚ帯）を適用する場合には、磁界密度の変化による電磁誘導を
利用するため、アンテナとして機能する導電膜を輪状（例えば、ループアンテナ）、また
はらせん状（例えば、スパイラルアンテナ）に形成する。
【０１２７】
　また、半導体装置における信号の伝送方式として、マイクロ波方式（例えば、ＵＨＦ帯
（８６０～９６０ＭＨｚ帯）、２．４５ＧＨｚ帯など）を適用する場合には、信号の伝送
に用いる電磁波の波長を考慮して、アンテナとして機能する導電層の長さなどの形状を、
適宜設定すればよい。
【０１２８】
　図１２（Ａ）～（Ｄ）は、さまざまな形状のアンテナを持つ半導体装置を示している。
これらの半導体装置は、基板１２０１、アンテナ１２０２およびＩＣチップ１２０３を有
している。
【０１２９】
　アンテナとして機能する導電膜を、線状に形成すると、例えば、図１２（Ａ）に示すよ
うな、ダイポールアンテナとなる。アンテナとして機能する導電膜を、平坦な形状に形成
すると、例えば、図１２（Ｂ）に示すような、パッチアンテナとなる。また、アンテナと
して機能する導電膜を、図１２（Ｃ）および図１２（Ｄ）に示すような、リボン型の形状
などに形成することができる。また、アンテナとして機能する導電膜の形状は、線状に限
られず、電磁波の波長を考慮して、曲線状や蛇行形状またはこれらを組み合わせた形状で
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設けてもよい。なお、アンテナとして機能する導電膜をどのような形状に設けた場合であ
っても、上記実施の形態で示したように、素子群を貼り合わせて設ける際に、素子群に加
わる圧力をモニタリングして、素子群に過度の圧力が加わらないように制御することによ
り、素子群の破損などを防止することができる。
【０１３０】
　アンテナとして機能する導電膜は、ＣＶＤ法、スパッタ法、スクリーン印刷やグラビア
印刷などの印刷法、液滴吐出法、ディスペンサ法、メッキ法などを用いて、導電性材料に
より形成する。導電性材料は、アルミニウム（Ａｌ）、チタン（Ｔｉ）、銀（Ａｇ）、銅
（Ｃｕ）、金（Ａｕ）、白金（Ｐｔ）ニッケル（Ｎｉ）、パラジウム（Ｐｄ）、タンタル
（Ｔａ）、モリブデン（Ｍｏ）から選択された元素、またはこれらの元素を主成分とする
合金材料、もしくは化合物材料で、単層構造または積層構造で形成する。
【０１３１】
　例えば、スクリーン印刷法を用いて、アンテナとして機能する導電膜を形成する場合に
は、粒径が数ｎｍから数十μｍの導電性粒子を、有機樹脂に溶解または分散させた導電性
のペーストを選択的に印刷する。導電性粒子としては、銀（Ａｇ）、金（Ａｕ）、銅（Ｃ
ｕ）、ニッケル（Ｎｉ）、白金（Ｐｔ）、パラジウム（Ｐｄ）、タンタル（Ｔａ）、モリ
ブデン（Ｍｏ）およびチタン（Ｔｉ）などのいずれか１つ以上の金属粒子や、ハロゲン化
銀の微粒子、または分散性ナノ粒子を用いることができる。また、導電性ペーストに含ま
れる有機樹脂は、金属粒子のバインダー、溶媒、分散剤および被覆材として機能する有機
樹脂から選ばれた、１つまたは複数を用いることができる。代表的には、エポキシ樹脂、
シリコーン樹脂などの有機樹脂が挙げられる。また、導電膜の形成にあたり、導電性のペ
ーストを押し出した後に、焼成することが好ましい。例えば、導電性のペーストの材料と
して、銀を主成分とする微粒子（例えば、粒径１ｎｍ以上１００ｎｍ以下の粒子）を用い
る場合、１５０～３００℃の温度範囲で焼成することにより、ペーストを硬化させて導電
膜を得ることができる。また、はんだや、鉛フリーのはんだを主成分とする微粒子を用い
てもよく、この場合は粒径２０μｍ以下の微粒子を用いることが好ましい。はんだや、鉛
フリーはんだは、低コストであるといった利点を有している。
【０１３２】
　また、上述した材料以外にも、セラミックや、フェライトなどをアンテナに適用しても
よい。他にも、マイクロ波帯において誘電率および透磁率が負となる材料（メタマテリア
ル）を、アンテナに適用することも可能である。
【０１３３】
　また、電磁結合方式または電磁誘導方式を適用する場合であって、アンテナを備えた半
導体装置を、金属に接して設ける場合には、当該半導体装置と金属との間に、透磁率を備
えた磁性材料を設けることが好ましい。アンテナを備えた半導体装置を、金属に接して設
ける場合には、磁界の変化に伴い金属に渦電流が流れ、当該渦電流により発生する反磁界
によって、磁界の変化が弱められて通信距離が低下する。そのため、半導体装置と金属と
の間に、透磁率を備えた材料を設けることにより、金属の渦電流を抑制し、通信距離の低
下を抑制することができる。なお、磁性材料としては、高い透磁率を有し、高周波損失の
少ないフェライトや、金属薄膜を用いることができる。
【０１３４】
　なお、上述した以外にも、可撓性を有する半導体装置の用途は広範にわたり、非接触で
、対象物の履歴などの情報を明確にし、生産、管理などに役立てる商品であれば、どのよ
うなものにも適用することができる。例えば、紙幣、硬貨、有価証券類、証書類、無記名
債券類、包装用容器類、書籍類、記録媒体、身の回り品、乗物類、食品類、衣類、保健用
品類、生活用品類、薬品類および電子機器などに設けて使用することができる。これらの
例に関して、図１３を用いて説明する。
【０１３５】
　紙幣、硬貨とは、市場に流通する金銭であり、特定の地域で貨幣と同じように通用する
もの（金券）、記念コインなどを含む。図１３（Ａ）は有価証券類であり、小切手、証券
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、約束手形などを指す。図１３（Ｂ）は証書類であり、運転免許証、住民票などを指す。
図１３（Ｃ）は無記名債券類であり、切手、おこめ券、各種ギフト券などを指す。図１３
（Ｄ）は包装用容器類であり、お弁当などの包装紙、ペットボトルなどを指す。図１３（
Ｅ）は書籍類であり、書物、本などを指す。図１３（Ｆ）は記録媒体であり、ＤＶＤソフ
ト、ビデオテープなどを指す。図１３（Ｇ）は乗物類であり、自転車などの車両、船舶な
どを指す。図１３（Ｈ）は身の回り品であり、鞄、眼鏡などを指す。食品類とは、食料品
、飲料などを指す。衣類とは、衣服、履物などを指す。保健用品類とは、医療器具、健康
器具などを指す。生活用品類とは、家具、照明器具などを指す。薬品類とは、医薬品、農
薬などを指す。電子機器とは、液晶表示装置、ＥＬ表示装置、テレビジョン装置（テレビ
受像機、薄型テレビ受像機）、携帯電話機などを指す。
【０１３６】
　紙幣、硬貨、有価証券類、証書類、無記名債券類などに図１３に示す、半導体装置２０
を設けることにより、偽造を防止することができる。また、包装用容器類、書籍類、記録
媒体、身の回り品、食品類、生活用品類、電子機器などに半導体装置２０を設けることに
より、検品システムや、レンタル店のシステムなどの効率化を図ることができる。乗物類
、保健用品類、薬品類などに半導体装置２０を設けることにより、偽造や盗難の防止、薬
品類ならば、薬の服用の間違いを防止することができる。半導体装置２０の設け方として
は、物品の表面に貼ったり、物品に埋め込んだりして設ける。例えば、本ならば紙に埋め
込んだり、有機樹脂からなるパッケージなら当該有機樹脂に埋め込んだりするとよい。
【０１３７】
　このように、包装用容器類、記録媒体、身の回り品、食品類、衣類、生活用品類、電子
機器などに半導体装置を設けることにより、検品システムやレンタル店のシステムなどの
効率化を図ることができる。また、乗物類に半導体装置を設けることにより、偽造や盗難
を防止することができる。また、動物などの生き物に、半導体装置を埋め込むことによっ
て、個々の生き物の識別を容易に行うことができる。例えば、家畜などの生き物に、セン
サーを備えた半導体装置を埋め込むことによって、生まれた年、性別または種類などはも
ちろん、現在の体温などの健康状態を容易に管理することが可能となる。
【０１３８】
　なお、本実施の形態は、上記実施の形態と自由に組み合わせて行うことができる。つま
り、上記実施の形態で示した材料や形成方法は、本実施の形態でも組み合わせて利用する
ことができるし、本実施の形態で示した材料や形成方法も、上記実施の形態でも組み合わ
せて利用することができる。
【０１３９】
（実施の形態５）
　本発明を実施して得られたＴＦＴを組み込むことによって、さまざまな電子機器を作製
することができる。具体例を図１４に示す。
【０１４０】
　図１４（Ａ）は表示装置であり、筐体１４０１、支持台１４０２、表示部１４０３、ス
ピーカー部１４０４、ビデオ入力端子１４０５などを含む。本発明を用いて形成されたＴ
ＦＴは、駆動ＩＣや表示部１４０３などに用いることができる。なお、表示装置には液晶
表示装置、発光表示装置などがあり、用途別にはコンピュータ用、テレビ受信用、広告表
示用などの全ての情報表示用表示装置が含まれる。具体的には、ディスプレイ、ヘッドマ
ウントディスプレイ、反射型プロジェクターなどを挙げることができる。
【０１４１】
　図１４（Ｂ）はコンピュータであり、筐体１４１１、表示部１４１２、キーボード１４
１３、外部接続ポート１４１４、ポインティングデバイス１４１５などを含む。本発明を
用いて形成されたＴＦＴは、表示部１４１２の画素部だけではなく、表示用の駆動ＩＣ、
本体内部のＣＰＵ、メモリなどの半導体装置にも適用が可能である。
【０１４２】
　また、図１４（Ｃ）は携帯電話であり、携帯用の情報処理端末の１つの代表例である。
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この携帯電話は筐体１４２１、表示部１４２２、操作キー１４２３などを含む。本発明を
用いて形成されたＴＦＴは、表示部１４２２の画素部だけではなく、表示用の駆動ＩＣ、
メモリ、音声処理回路などに用いることができる。
【０１４３】
　上記の携帯電話を初めとして、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉ
ｓｔａｎｔｓ、情報携帯端末）、デジタルカメラ、小型ゲーム機などの電子機器に、本発
明を用いて形成したＴＦＴを用いることもできる。例えば、ＣＰＵ、メモリ、センサーな
どの機能回路を形成することや、これらの電子機器の画素部や、表示用の駆動ＩＣにも適
用することが可能である。
【０１４４】
　また、図１４（Ｄ）および（Ｅ）はデジタルカメラである。なお、図１４（Ｅ）は、図
１４（Ｄ）の裏側を示す図である。このデジタルカメラは、筐体１４３１、表示部１４３
２、レンズ１４３３、操作キー１４３４、シャッターボタン１４３５などを有する。本発
明を用いて形成されたＴＦＴは、表示部１４３２の画素部、表示部１４３２を駆動する駆
動ＩＣ、メモリなどに用いることができる。
【０１４５】
　図１４（Ｆ）はデジタルビデオカメラである。このデジタルビデオカメラは、本体１４
４１、表示部１４４２、筐体１４４３、外部接続ポート１４４４、リモコン受信部１４４
５、受像部１４４６、バッテリー１４４７、音声入力部１４４８、操作キー１４４９、接
眼部１４５０などを有する。本発明を用いて形成されたＴＦＴは、表示部１４４２の画素
部、表示部１４４２を制御する駆動ＩＣ、メモリ、デジタル入力処理装置などに用いるこ
とができる。
【０１４６】
　この他にも、ナビゲーションシステム、音響再生装置、記録媒体を備えた画像再生装置
などに、本発明を用いて形成したＴＦＴを用いることが可能である。これらの表示部の画
素部や、表示部を制御する駆動ＩＣ、メモリ、デジタル入力処理装置、センサー部などの
用途に、本発明を用いて形成されたＴＦＴを用いることができる。
【０１４７】
　以上のように、本発明により作製されたＴＦＴの適用範囲は極めて広く、本発明により
作製されたＴＦＴをあらゆる分野の電子機器に用いることができる。なお、これらの電子
機器に使われる表示装置は、大きさや強度、または使用目的に応じて、ガラス基板だけで
なく、耐熱性の合成樹脂基板を用いることも可能である。それによって、よりいっそうの
軽量化を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【０１４８】
【図１】本発明のレーザ照射装置の一例を説明する図
【図２】レーザ光の長軸方向におけるエネルギー強度分布を示す図
【図３】本発明のレーザ照射装置の一例を説明する図
【図４】本発明のレーザ照射装置の一例を説明する図
【図５】本発明のレーザ照射装置を用いた結晶性半導体膜の作製方法の一例を示す図
【図６】本発明のレーザ照射装置を用いた半導体装置の作製方法の一例を示す図
【図７】本発明のレーザ照射装置を用いた半導体装置の作製方法の一例を示す図
【図８】本発明のレーザ照射装置を用いた半導体装置の作製方法の一例を示す図
【図９】本発明のレーザ照射装置を用いた半導体装置の作製方法の一例を示す図
【図１０】本発明のレーザ照射装置を用いた半導体装置の作製方法の一例を示す図
【図１１】本発明のレーザ照射装置を用いて作製した半導体装置の使用形態の一例を示す
図
【図１２】本発明のレーザ照射装置を用いて作製した半導体装置の使用形態の一例を示す
図
【図１３】本発明のレーザ照射装置を用いて作製した半導体装置の使用形態の一例を示す



(23) JP 5388433 B2 2014.1.15

10

図
【図１４】本発明のレーザ照射装置を用いて作製した電子機器の一例を示す図
【図１５】レーザの形状、レーザ照射跡およびエネルギー強度の分布を示す図
【符号の説明】
【０１４９】
１０１　　　レーザ発振器
１０２　　　光学素子
１０３　　　スリット
１０４　　　照射面
１０５　　　ビームスポット

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】



(27) JP 5388433 B2 2014.1.15

【図１５】



(28) JP 5388433 B2 2014.1.15

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開平０９－２７０３９３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－１３６２１８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－２４７７１７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０１－２６０８１２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０８－００８１９７（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０１Ｌ　　２１／１８－２１／８４


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

